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日  時   2022年 5月 17日（火） 

締切時間   17：00 

総会形式   みなし総会（書面にて） 

 

集票場所   FG21事務局 

 

 

 

 

 

 

    特定非営利活動法人 フォレストぐんま 21 

 

 

 

2021 年度（第 20 期）事業活動報告及び決算書 

2022 年度（第 21 期）事業計画案および予算案 

   

  2020 年度（第 19 期）事業計画及び予算書（案） 

＜令和 2 年 4 月１日から令和 3 年３月３１日＞ 
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第 1 号議案 

2021 年（令和 3 年度）事業報告 

事業全体 

一昨年からコロナによる感染が拡大しており令和 3 年 4 月 25 日から 3 回目の緊急事態宣言が発令され、令和

4 年 3 月 21 日、第 6 波の緊急事態宣言が解除されるまで数度のコロナ感染拡大対策の為我々の活動もその都度

規模の縮小・自粛に追い込まれてきました。令和 3 年開催された東京オリンピックも無観客で実施されるなど

人が多数参加する催しは、異常な形で開催された。群馬県下の林業関係も群馬県植樹祭・企業の森、高校生の

林業体験・子どもの山仕事・わたらせ森と木の祭り・竹炭セミナー等それどれ同様な体をなし、中止・縮小せ

ざるをえない状況でした。ＦG21 から、他の森林ボランティア団体からの情報受発信もごく限られた受発信し

かできませんでした。反面、特定非営利活動法人フォレストぐんま 21（以下 FG21）のビジョンである「理想

の森づくり」は思った以上に進捗できました。具体的には FG21 の活動は、放置され薮化した竹林整備、山奥

で手入れを待っていた林道整備、手入れが遅れ有害獣の住処になっている里山整備に傾注できました。特筆す

べきは緑の県民税による市町村提案型事業があります。皆伐作業で刈り取った竹林が翌年から数年の間若竹の

再生により放置すれば再び薮蚊する竹林化になる。この現象を防ぐため緑の県民税により竹林保守管理作業に

よって防ぎ、若竹の皆伐作業が行われ景観が保たれている。緑の県民税が美しい群馬の森に大きく貢献をして

いる。 

 

事業全体では、令和 3 年度事業も令和 4 年 3 月 27 日憩の森での作業を終え、満 20 年間の森林ボランティア

活動を殆ど無事故で迎えることができました。平成 14 年 4 月の設立総会より今日まで県内一円をフィルドとし

て「理想の森づくり」林業型ボランティアとして目指してまいりました。設立以来その趣旨に沿って活動でき

たかと自負いたしております。そしてついに満 20 年、森林整備活動（回数 100 回/年前後）を行なって本日こ

こに達成いたしました。FG21 は、群馬の森とともに歩み満 20 年の金字塔を打ち立てました。この間、我々の

活動に多くの賛同を得て群馬県知事賞、環境大臣賞、農林水産大臣賞ついには平成 24 年 4 月内閣総理大臣賞も

受賞いたしました。FG21 が満 20 年を迎えられたのは、ひとえに関係各位、賛助会員、会員のあたたかなご指

導、ご支援のご協力の賜物であり厚く御礼申し上げます。 

 

以下令和 3 年度の目標と達成状況 

第一目標に掲げました  安全第一、それに伴うデスクワークとして学習の場の設置について 

  作業前に行う準備体操の励行等により軽秒な怪我がありましたが無災害で当初目標は達成いたしました。 

  デスクワークにつきましてはコロナ禍もあり「密」を避けるために 6 月 26 日憩の森でチェンソーの座学、 

  を行たのみでした。 

第二目標に掲げました 実作業の拡大に伴い実技の林業技術の習得と研鑽行う。 

  7 月 11 日観音山での立木の伐採講習会実施しました。 

  11 月 27 日木育インストラクター講習会を受講しました。 

  1 月 8 日立木密度の研修、刈払い機取り扱い研修を行いました。 

第三目標に掲げました 「理想の森づくり」、薮化した竹林の整備・手入れの遅れている里山 

  薮化した竹林整備は 10 月より 12 月まで 0.71Ha の竹林を整備しました。特に五町田においては真竹より 3

割増しの労力を必要とする孟宗竹の整備を行いました。 

第四目標に掲げました 古くて新しい循環型資源開発 

  奥田や五町田の竹林整備から出るチップは山に戻しました。 
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  薪は、5 月 14 日、7 月 17 日、3 月 27 日薪づくりを行いました。 

  ポーラス竹炭は、今年実施できませんでした。 

第五目標に掲げました 産官学公との連携、憩の森の見直しから情報の収集 

  6 月 25 日高碕福利健康大学で開催された「生態工学会」において竹林について発表いたしました。 

3 月 16 日多々良沼アシ刈、アシ焼きを通じて他のボラランティアと交流を図りました。 

  憩の森トライアル・サウデングについては鋭利情報を集めています。 

  3 月 27 日ファクト・ファインデングの為憩の森を会員と歩いて現状見て回りました。 

 

理事会の開催は、下記のとおり。 

  第 127 回（4 月 3 日）・第 128 回（4 月 25 日）・第 129 回（6 月 6 日）・第 130 回（7 月 4 日） 

  第 131 回（10 月 20 日）・第 132 回（12 月 26 日）・第 133 回（2 月 19 日）・第 134 回（3 月 13 日） 

 

設備の充実を図る 

  老朽化しているチエンソー、刈払い機の更新を図りました。新ダイワのバーの長さ 35ｃｍチエンソー3 台

（孟宗竹伐倒用）、刈払い機 320 形式を 2 台（篠刈用）+刈払い機 270 形式を 10 台購入した。 

 

その他事業実施期間 

  4 月 2 日より 3 月 27 日まで 91 計画して 68 回、実施率 75％でした。 

  1 年間の延べ会員参加人員は 620 人でした。 

  林道 21ｋｍ・皆伐竹林整備 0.71Ｈａ・里山整備 11.07Ｈａ・薪づくり行いました。 

 

広報と情報発信 

ホームページ更新を行いました。 

フォレスト通信は 3 ケ月ごとに発行しました。 

「理想の森づくり」小冊子 200 部製本しました。 

 

事業実施地場所   

   都道府県名 群馬県管内 

市町村名  前橋市・高崎市・渋川市・東吾妻町・館林市・邑楽町。 

   森林所有者 国・群馬県・市町村 

 

正会員（3月 31日現在） 

   個人正会員 41名         法人正会員 2社 

   賛助会員個人 6 名         賛助会員 5 法人 
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2 号議案 

2022 年度（令和 4 年度）事業計画案 

 

 今年もコロナ禍の影響が大きく、感染拡大が影を落とし、年度初めに計画が練られていても、事業も中止・延

期に襲われることが予想される。しかし群馬県トラック協会や明治群馬（株）企業が企業の森の活動を再開して

みたいという機運が出てきており明るい見通しもあります。コロナ禍だけではない大国が小国を侵略するという

力の生き方が大きく世界を席巻しだしました。日本を含め各国の防衛費が拡大しており戦争の足音も忍び寄って

きています。グローバルな世界はコロナ禍ときな臭い争いが世の中の流れを思いがけなく大きな事柄に引きずり

出す気配が濃厚です。早くコロナ禍の前の穏やかで建設的な世界に戻してほしいものです。 

群馬県においても県営施設がが令和 5 年に向かい大きく変わろうとしており我々の憩の森事務所所在地も安

穏としていられない状況下になりそうである。FG21 は、ＮＰO 法人として設立から満 21 年目のに入り例年通

りの活動を開始した。状況によっては FG21 の事業計画も当初計画と実務を大幅に変えていく柔軟性と英知を働

かせて乗り切っていきたい。今年は、FG21 にとっては役員改選の年であり、心機一転新しいスタッフとともに

飛躍した活動をに向かって進んでゆきます。。 

 

今年は「憩の森」トライアル・サウデングに挑戦するため執行部の下に実行委員会を設置します。 

執行にあたり今年度予算の中に 500,000 円の予算を計上しております。 

今年度の目標 

 1. 林業器具の更新を得て作業がしやすくなったこともあり安全第一、災害ゼロの更新を図る。  

 2.  20 年で培った林業技術をもって、薮化した竹林整備、手入れの遅れている里山を整備する。 

 3. 他のＮPO 団体とのコラボレーション促進を図る。 

 4. 古くて新しい薪や炭を見直し循環型資源の促進を図りたい。 

 

ＦG21 は、今年 21 周年を迎えます。FG21 は、今まで 20 年間堅持してきている安全第一と培った林業技術を

もってビジョンである「理想の森づくり」に向かい精進してまいります。ＦG21 を温かく見守っていただいて

いる関係各位におかれましては今後ともご指導、ご支援を賜りますようにお願い申し上げます。 
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第 3 号議案 FG２１年会費 

2021 年年会費 

 個人正会員  2,000 円  法人正会員 10,000 円 

 賛助会員   5,000 円以上 

 支払期日  ７月末までにお願いします。 

 支払方法  下記いずれかの方法にてお願いします。 

Ａ ゆうちょ銀行 払込書でお願いします。 

Ｂ 群馬銀行 県庁支店  

口座番号 0587062  

名義は下記の通り。特定非営利活動法人フォレストぐんま 21 

     トクヒ）フォレストグンマニジュウイチ 

群銀の場合、振込手数料は会員各位でご負担をお願いします。  

 

第 4 号議案 役員改選 

  3 月・4 月作業計画書等において役員の立候補をお願いしていましたがどなたも立候補していただけ

ませんでした。従って執行部より下記の人を推薦します。 

   理事に安藤吉英氏、市村良平氏、菊川照英氏、西條祝夫氏、平野瀧次氏、木村清司氏、萩原嘉隆氏 

   監事に陶和孝氏、本間行夫氏 

 

第 5 号議案 借入金限度額設定 

   理 由  事業円滑化するため。 

    方 法  群馬県 NPO 法人借入金制度を利用する。 

    銀 行  群馬銀行 

    限度額  ５０万円を最高として借り入れる。  

 

第 6 号議案決議効力発生 

   各号の決議の趣旨に反しない軽微な修正、理事会に一任をお願いします。 

                                   以  上 

 


